
ホームページアドレス 

この広報紙は再生紙を使用しています。 

●発行・編集／笠松町・企画課 〒５０１‐６１８１ 岐阜県羽島郡笠松町司町１ ☎  

KASAMATSU
広報かさまつ 4

2021 Apr.
No.1127

02 
04 
08 
10 
 
13

新型コロナウイルスワクチン接種 
笠松町第6次総合計画策定 
令和3年度予算のあらまし 
令和4年1月から 
施設の使用時間や使用料が変わります 
Information Box 町からのお知らせ 

　2月24日、新型コロナワクチンの集団接種の会場運

営訓練を実施しました。職員のほか、医師や薬剤師、

いきいきクラブ連合会の皆さんにもご参加いただき、そ

れぞれの立場から本番に向けた改善点などを洗い

出し、意見交換を行いました。（関連記事2～3ページ） 
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新型コロナワクチン集団接種会場運営訓練 

「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

応募対象　令和2年6月生まれの赤ちゃん　　応募期限　4月30日（金） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください □問 企画課　蕁388‐1113

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

令和2年4月2日生 
福田逸併・久美子さんの子 

福田 陽 
ふく た ひなた 

（無動寺） 
ちゃん 

毎日たくさんの幸せをありがとう。
優しく温かな人に育ってね。 

令和2年4月3日生 
闊瀬正道・宏江さんの子 

闊瀬 正貢 
ひろ せ まさ つぐ 

（長池） 
くん 

生まれてきてくれてありがとう。 
沢山食べて大きくなってね。 

令和2年4月4日生 
林一也・紘美さんの子 

林 明広 
はやし あき ひろ 

（門間） 
くん 

笑顔が素敵なあきくん！ 
お兄ちゃんと仲良く、元気いっぱ
いで明るい男の子に育ってね。 

令和2年4月10日生 
須藤芳大・真奈美さんの子 

須藤 萌 々 花 
す どう も も か 

（北及） 
ちゃん 

大好きな苺を食べてる時の幸せ
そうな顔を見てると嬉しくなり
ます螢これからも沢山遊んで、
沢山食べて大っきくなろうね!

令和2年4月11日生 
石原凌也・朋美さんの子 

石原 聡馬 
いし はら そう ま 

（八幡町） 
くん 

甘えん坊で泣き虫なそうちゃん
が大好きだよ。 
これからも元気にすくすく育っ
てね。 

令和2年4月15日生 
岩田和也・花織さんの子 

岩田 惟杜 
いわ た ゆい と 

（長池） 
くん 

ゆいくんの笑顔は我が家の癒し
螢 
にこにこ笑顔を大切に、元気い
っぱい大きくなってね螢 

令和2年4月25日生 
中津好裕・記佳さんの子 

中津 百 々 香 
なか つ も も か 

（円城寺） 
ちゃん 

笑顔が素敵なももちゃん螢 
これからも、お姉ちゃんと仲良く 
元気に育ってね♪ 

令和2年4月27日生 
安宮和良・絵美さんの子 

安宮 昊志 
やす みや こう じ 

（田代） 
くん 

幸せをありがとう！ 
大好きなお姉ちゃん・お兄ちゃん
と一緒に元気に育ってね！ 

AI総合案内サービスが始まります 
　4月から、町ホームページにてAI総合案内サービスが始まり

ます。行政手続きなどの質問に対して、AIロボットが24時間自

動でお答えします。町ホームページ上のキャラクターをクリックし

て質問してみてください。 

c企画課　蕁388-1113

令和3年4月号 
第1127号 24



新型コロナワクチン接種のお知らせ 

　笠松町では、新型コロナワクチン接種を安全・迅速に進めるため、羽島郡医師会や岐阜県薬剤師

会羽島支部をはじめとする関係機関の協力を得ながら、ワクチン接種会場の運営訓練を行いました。

4月以降に予定されている高齢者などへの接種開始に向けて、訓練を通して報告された課題や問題

点に対する改善方法の検討などを進めています。　　　　　　　　c健康介護課　蕁388‐7171

　訓練では、受付・予診・ワクチン接種・接種後の状態観察までの

一連の流れを確認し、参加者による会場運営の課題の洗い出し

などが行われました。「利き腕と逆の肩に近い部位への筋肉注射

のため、更衣スペースを設けた方がスムーズ」「杖や上着、書類な

ど持って移動するものが多く、高齢者には負担」「接種会場での

問診・状態観察時間の短縮や、被接種者が接種方法の検討材料

とするためにも、接種可否を事前にかかりつけ医で確認してもらう

べき」などたくさんのご意見をいただきました。 

　本番の集団接種では、これらのご意見を反映しながら会場運営

に取り組んでいきます。 

　2月24日、ワクチン接種の最も主流な方法と想定されている公共施設などでの「集団接種」の会場

運営訓練を、実際の接種会場となる笠松中央公民館の大ホールで実施しました。当日は、笠松町い

きいきクラブ連合会の皆さんにも被接種者としてご参加いただきました。 

3月22日時点での情報を掲載しています。最新の情報は町ホームページなどでご確認ください。 

ワクチンの集団接種ってどんな感じ？ 

　笠松町では、4月下旬からワクチン接種を開始する予定で準備を進めています。接種の順位は、65

歳以上の高齢者を優先して実施しますが、高齢者の中でも高齢者施設に入所している方からワクチン

接種を始めます。高齢者以外の方については、基礎疾患のある方や高齢者施設に勤務している方

を優先して実施します。 

　ワクチン接種を受けるには、町が送付する「接種券」が必要です。接種券は接種対象ごとに4月下

旬から順次お送りしますので、今しばらくお待ちください。また、接種を受けていただく時期については、

接種券に同封の「新型コロナワクチン接種のお知らせ」をご覧ください。 

ワクチン接種のスケジュール（予定） 

　ワクチン接種会場や接種方法など一般的な相談は町コールセンターにご相談ください。 

　また、ワクチンの接種は、「完全予約制」です。接種を希望される方は、4月下旬より順次送付する

「新型コロナワクチン接種のお知らせ」に記載の予約方法をご確認のうえ、インターネット（LINE）また

は電話で予約をお願いします。 

　なお、新型コロナワクチン施策に関しては厚生労働省（専用ダイヤル：蕁0120-761770）、医学的

知見を必要とする専門的なワクチンの相談は岐阜県（専用ダイヤル：蕁058-272-8222）にご相談

ください。 

ワクチン接種の相談・予約受付 

新型コロナワクチンは… 

・接種費用は無料 
　（全額公費）です 
・接種対象は接種日に 

　16歳以上の方です 

・接種回数は2回です 

接種の流れ 

①受付 

②予診票確認 
※予診票は事前に郵送します 

③予診 

④接種 

⑤状態観察 

医療従事者などへの接種 

3月 4月 5月 6月 

基礎疾患を有する方への接種 
高齢者施設などの従事者への接種 
60～64歳の方への接種 

上記以外の方への接種 

高齢者（65歳以上）への接種 

ワクチン接種の受け方 ①町から接種券が届く ③接種する ②予約する 

※接種スケジュール（予定）は、ワクチンの供給状況などによって流動的です。 

★ 

★ 

★ 

★ 

：接種券の送付時期 

　インターネットによるワクチン接種予約には、コミュニケー

ションアプリ「LINE」を活用します。ワクチン接種予約専

用アカウントには、町公式アカウントからアクセスできる体制

を整える予定ですので、町公式LINEの友達登録がお済

みでない方は、この機会にぜひ登録をお願いします。 

町公式LINEの登録をお願いします！ 

②QRコードから登録 

①ID検索から登録 

@kasamatsu‐town

【4月5日～】 
笠松町新型コロナワクチン 
コールセンターを開設します！ 
　ワクチン接種の予約受付のほか、

接種場所や予約方法、接種券に

関する質問・相談に応じます。 

笠松町新型コロナワクチン 
コールセンター 

蕁  
（午前9時～午後5時 ※土・日・祝日は除く） 
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笠 松 町 第 6 次 総 合 計 画 策 定 

豊かさ と やすらぎ のあるまちをめざして 

総合計画とは 

　総合計画とは、まちの将来像やまちづくりの方向性を示すもので、

行政運営の基本となる、笠松町の最上位計画です。笠松町では、

昭和50年より、5回にわたり総合計画を策定し、さまざまな政策に取り

組んできました。 

　第6次総合計画策定にあたっては、さまざまな専門分野やバック

グラウンドをもつ委員によって組織された「笠松町総合計画審議会」

で協議を重ねるとともに、住民・中学生を対象とした意識調査やパブリックコメントのほか、岐阜大学と

連携したワークショップを通じて幅広くご意見・ご提言をいただき、本計画に反映しました。 

■将来人口の推計・設定 
　慢性化しつつある全国的な少子高齢化、本格的な人口減少社会の到来においても、近年の当町

では人口を微減にとどめていますが、将来的には高齢化や人口の減少が予想されています。 

　目標年次（令和12年度）における推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計

では21,117人と予測され

ていますが、まちの魅力

を高める施策の実施によ

り、転出者の数を抑制す

るなど人口の減少をゆる

やかにすることで、目標

年次における将来人口

を「まち・ひと・しごと創生

総合戦略（第1期）」の目

標人口21,850人を上回

る22,000人と設定します。 

計画の期間と構成 

　本計画は、「基本構想」・「基本計画」・「実施計画」で構成する

10年間の計画です。 

　「基本構想」は、まちづくりの基本理念やめざす将来像を掲げる

もので、「基本計画」は、それを実現するための方針を定めたもので

す。そして、「実施計画」で具体的な事務事業を明らかにし、計画

内容をローリング方式※で見直していきます。 

　なお、本計画は、人口減少抑制に向けた実効性のある対策を展開するため、「まち・ひと・しごと創生

総合戦略（第2期）」と一体的に策定するとともに、時代や環境の変化に的確に対応し、総合的かつ

計画的な行政運営を図るため、SDGsを念頭に置いた6つの基本方向と29の施策の方針を定めました。 

笠松町の人口 

■人口・世帯数の推移 
　笠松町の総人口は、1980年（昭和

55年）以降は、微増減を経て現在に

至っており、ピーク時から直近の2015

年（平成27年）までの総人口は約35

年間で115人減と、他市町村に比べ

て減少傾向は比較的小さいと言えます。

また、世帯数については単身世帯の

増加にあわせて増加を続けています。 

　本計画では、以下に示す6つの「目指すべき将来の方向性」に向け、まちづくりの課題に対して、

住民と行政がそれぞれの役割を担い、互いに尊重・理解し、高め合い、補い合うことで、人や地域、

自然・歴史・文化などの様々な“魅力”が一層の輝きを放つことができるよう、まちづくりの理念を「ま

ちの魅力を活かした にぎわいと癒しのまちづくり」とします。 

　また、掲げた理念のもと、新たなにぎわいを生み出すことで町全体が心も生活も『豊か』になり、

すべてのひとが幸せで癒しを感じられるような『やすらぎ』のあるまちを目指すこととし、その将来

像を「清流木曽川に抱かれた『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市」とします。 

［理念］「まちの魅力を活かした にぎわいと癒しのまちづくり」 

　中長期の行財政計画などの

実施過程で、計画と実施実績と

の間の相違を毎年チェックし、実

績に合わせて計画を修正、計画

目標の達成を図る方法のこと。 

ローリング方式 
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【出典：総務省統計局「国勢調査」】 
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【資料：笠松町まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015年～2020年）】 
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笠 松 町 第 6 次 総 合 計 画 策 定 

豊かさ と やすらぎ のあるまちをめざして 

総合計画とは 

　総合計画とは、まちの将来像やまちづくりの方向性を示すもので、

行政運営の基本となる、笠松町の最上位計画です。笠松町では、

昭和50年より、5回にわたり総合計画を策定し、さまざまな政策に取り

組んできました。 

　第6次総合計画策定にあたっては、さまざまな専門分野やバック

グラウンドをもつ委員によって組織された「笠松町総合計画審議会」

で協議を重ねるとともに、住民・中学生を対象とした意識調査やパブリックコメントのほか、岐阜大学と

連携したワークショップを通じて幅広くご意見・ご提言をいただき、本計画に反映しました。 

■将来人口の推計・設定 
　慢性化しつつある全国的な少子高齢化、本格的な人口減少社会の到来においても、近年の当町

では人口を微減にとどめていますが、将来的には高齢化や人口の減少が予想されています。 

　目標年次（令和12年度）における推計人口は、国立社会保障・人口問題研究所（社人研）の推計

では21,117人と予測され

ていますが、まちの魅力

を高める施策の実施によ

り、転出者の数を抑制す

るなど人口の減少をゆる

やかにすることで、目標

年次における将来人口

を「まち・ひと・しごと創生

総合戦略（第1期）」の目

標人口21,850人を上回

る22,000人と設定します。 

計画の期間と構成 

　本計画は、「基本構想」・「基本計画」・「実施計画」で構成する

10年間の計画です。 

　「基本構想」は、まちづくりの基本理念やめざす将来像を掲げる

もので、「基本計画」は、それを実現するための方針を定めたもので

す。そして、「実施計画」で具体的な事務事業を明らかにし、計画

内容をローリング方式※で見直していきます。 

　なお、本計画は、人口減少抑制に向けた実効性のある対策を展開するため、「まち・ひと・しごと創生

総合戦略（第2期）」と一体的に策定するとともに、時代や環境の変化に的確に対応し、総合的かつ

計画的な行政運営を図るため、SDGsを念頭に置いた6つの基本方向と29の施策の方針を定めました。 

笠松町の人口 

■人口・世帯数の推移 
　笠松町の総人口は、1980年（昭和

55年）以降は、微増減を経て現在に

至っており、ピーク時から直近の2015

年（平成27年）までの総人口は約35

年間で115人減と、他市町村に比べ

て減少傾向は比較的小さいと言えます。

また、世帯数については単身世帯の

増加にあわせて増加を続けています。 

　本計画では、以下に示す6つの「目指すべき将来の方向性」に向け、まちづくりの課題に対して、

住民と行政がそれぞれの役割を担い、互いに尊重・理解し、高め合い、補い合うことで、人や地域、

自然・歴史・文化などの様々な“魅力”が一層の輝きを放つことができるよう、まちづくりの理念を「ま

ちの魅力を活かした にぎわいと癒しのまちづくり」とします。 

　また、掲げた理念のもと、新たなにぎわいを生み出すことで町全体が心も生活も『豊か』になり、

すべてのひとが幸せで癒しを感じられるような『やすらぎ』のあるまちを目指すこととし、その将来

像を「清流木曽川に抱かれた『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市」とします。 

［理念］「まちの魅力を活かした にぎわいと癒しのまちづくり」 

　中長期の行財政計画などの

実施過程で、計画と実施実績と

の間の相違を毎年チェックし、実

績に合わせて計画を修正、計画

目標の達成を図る方法のこと。 

ローリング方式 
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【出典：総務省統計局「国勢調査」】 
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【資料：笠松町まち・ひと・しごと創生総合戦略（2015年～2020年）】 
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　将来像「清流木曽川に抱かれた『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市」の実現に向け

た取り組みを進めるため、6つの基本方向を定め、各施策を展開します。また、各施策の展開にあたっ

ては、SDGsの理念に基づき「誰一人取り残さない」社会の実現を目指していきます。 

　誰もが心豊かな生活を送ることができるよう、地域福祉を進めるとともに、健康づくりを支援し、医療体制の
確保に努めます。また、高齢者や障がいのある人に対する支援の充実や、安心して子育てができる環境の整備、
人権意識の醸成などにより、ぬくもりと笑顔あふれる思いやりのまちをつくります。 

基本構想における6つの基本方向 

基本方向1　ぬくもりと笑顔あふれる思いやりのまち 医療・福祉・子育ての 
分野 

①地域福祉活動担い手の育成、見守りと支え合いの地域づくり 
②健康づくりに取り組む環境づくり、生涯を通じた健康づくり 
③高齢者の生きがいづくり、支援体制の整備、介護保険の適正な運営 
④障がいの有無に関わりなく安心して暮らせる環境づくり 
⑤保育・子育てサービスや子育て支援の充実 
⑥人権教育や多様性に配慮した環境づくり　　など 

　今後、地域が持続的に発展し活力を維持していくためには、人材の育成が重要です。将来を担う子どもの心
身の健全な育成を促す環境を整備するとともに、誰もがいつでもどこでも学び、活動することができる場の充
実を図ります。また、かつて県庁所在地であったという歴史や、魅力ある様々な文化の継承とその活用に努め、
生涯にわたって豊かな人生を送ることのできるまちをつくります。 

基本方向2　未来へ繋ぐ心豊かな人づくりのまち 教育・文化・スポーツの 
分野 

①安心して学べる教育環境の整備、地域ぐるみの教育の推進 
②青少年の地域活動への参画支援 
③多様な生涯学習機会の提供、主体的な生涯学習活動の活性化 
④スポーツに取り組める環境づくり、生涯スポーツの推進 
⑤歴史・文化の保存と継承、文化芸術に触れる機会の充実　　など 

　地域資源を活かした農業・商工業を進め、地域経済活動の活性化を図ります。一方、木曽川という雄大な自
然や四季折々の豊かな風景、先人から受け継いできた伝統文化など、多くの特徴ある資源を有していることか
ら、それらを活かした観光やイベントの拡充を進めます。また、リバーサイドタウンかさまつ計画の令和時代に
即した事業展開を図り、新たな“にぎわい”を創造し、活力あるまちをつくります。 

基本方向3　にぎわいと活力あふれる創造のまち 農業・商工業・イベント 
まちづくりの分野 

①都市農業の推進、農業経営基盤の強化、農業生産基盤の整備 
②商工業活性化に向けた支援の充実、経営体質の強化 
③町の魅力づくり、イベントの活性化、リバーサイドタウンかさまつ計画の推進 
④コミュニティ活動の活性化、住民によるまちづくりの支援　　など 

　ユニバーサルデザインの推進を基本に、自然環境と調和した快適な住環境の整備、安全で便利な巡回町民
バスをはじめとした公共交通の充実、道路や河川、上下水道の整備などを通じ、便利で快適な住みよいまちを
つくります。また、静かで清潔な住空間の整備を進め、新たなリサイクル社会・循環型社会の構築を進めます。 

基本方向4　便利で快適に暮らせるやすらぎのまち 都市基盤・循環型社会 
環境の分野 

①良好な住宅や宅地の供給、利便性を持った生活環境づくり 
②快適な生活道路の整備や計画的な道路整備 
③公共交通網の充実、地域公共交通サービスの拡充 
④安心して暮らせる住環境の整備、うるおいのある景観づくり 
⑤計画的な公共下水道や衛生的な環境の整備 
⑥環境にやさしいまちづくり、ごみの減量化や資源化の推進　　など 

　皆さんの生命と財産を守るため、災害に備えた体制の強化を図るとともに、これまで経験したことのない規
模での自然災害の発生などにも備えることにより、災害に強いまちを構築します。また、地域との連携、日常的
な防犯対策の充実や交通安全活動などを推進し、犯罪や事故のない安全で安心して暮らせるまちをつくります。 

基本方向5　安全で安心して暮らせる住みよいまち 住民生活の分野 

①総合的な防災や災害時対策の推進、地域における防災や災害時 
対策の推進 

②火災予防や消防体制の整備、救急及び救助体制の整備 
③犯罪を未然に防ぐ環境づくり、消費者保護対策の推進 
④交通事故を防止する環境づくり、地域主体の交通安全活動の促進 

　　など 

　これからの行政は経営者の視点に立ち、事業運営を行政主導ではなく、内容によっては民間主導に移行する
ことにより、効率的な行財政運営を推進します。また、地域の皆さんとの協働のまちづくりを推進することによ
り、満足度を的確に把握し、価値観の多様化に適切に対応し、信頼される行政経営のまちをつくります。 

　SDGsは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目
標）の略で、2015年（平成27年）9月に国連で開かれたサミットの中で
採択された、2016年（平成28年）から2030年（令和12年）までの国
際社会共通の目標です。笠松町では、基本方向の中で展開する施策の中
で、SDGsに結び付く取り組みをおこないます。 

基本方向6　「官」「民」協働で築き上げる持続可能なまち 町政運営の分野 

①広報の充実、協働によるまちづくりの推進 
②質の高い行政サービスの提供、職員の資質向上 
③透明性が高く、持続可能な財政運営の推進、関係市町との交流の 

活性化 
④効率的で効果的な行政運営の推進　　など 
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　将来像「清流木曽川に抱かれた『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市」の実現に向け

た取り組みを進めるため、6つの基本方向を定め、各施策を展開します。また、各施策の展開にあたっ

ては、SDGsの理念に基づき「誰一人取り残さない」社会の実現を目指していきます。 

　誰もが心豊かな生活を送ることができるよう、地域福祉を進めるとともに、健康づくりを支援し、医療体制の
確保に努めます。また、高齢者や障がいのある人に対する支援の充実や、安心して子育てができる環境の整備、
人権意識の醸成などにより、ぬくもりと笑顔あふれる思いやりのまちをつくります。 

基本構想における6つの基本方向 

基本方向1　ぬくもりと笑顔あふれる思いやりのまち 医療・福祉・子育ての 
分野 

①地域福祉活動担い手の育成、見守りと支え合いの地域づくり 
②健康づくりに取り組む環境づくり、生涯を通じた健康づくり 
③高齢者の生きがいづくり、支援体制の整備、介護保険の適正な運営 
④障がいの有無に関わりなく安心して暮らせる環境づくり 
⑤保育・子育てサービスや子育て支援の充実 
⑥人権教育や多様性に配慮した環境づくり　　など 

　今後、地域が持続的に発展し活力を維持していくためには、人材の育成が重要です。将来を担う子どもの心
身の健全な育成を促す環境を整備するとともに、誰もがいつでもどこでも学び、活動することができる場の充
実を図ります。また、かつて県庁所在地であったという歴史や、魅力ある様々な文化の継承とその活用に努め、
生涯にわたって豊かな人生を送ることのできるまちをつくります。 

基本方向2　未来へ繋ぐ心豊かな人づくりのまち 教育・文化・スポーツの 
分野 

①安心して学べる教育環境の整備、地域ぐるみの教育の推進 
②青少年の地域活動への参画支援 
③多様な生涯学習機会の提供、主体的な生涯学習活動の活性化 
④スポーツに取り組める環境づくり、生涯スポーツの推進 
⑤歴史・文化の保存と継承、文化芸術に触れる機会の充実　　など 

　地域資源を活かした農業・商工業を進め、地域経済活動の活性化を図ります。一方、木曽川という雄大な自
然や四季折々の豊かな風景、先人から受け継いできた伝統文化など、多くの特徴ある資源を有していることか
ら、それらを活かした観光やイベントの拡充を進めます。また、リバーサイドタウンかさまつ計画の令和時代に
即した事業展開を図り、新たな“にぎわい”を創造し、活力あるまちをつくります。 

基本方向3　にぎわいと活力あふれる創造のまち 農業・商工業・イベント 
まちづくりの分野 

①都市農業の推進、農業経営基盤の強化、農業生産基盤の整備 
②商工業活性化に向けた支援の充実、経営体質の強化 
③町の魅力づくり、イベントの活性化、リバーサイドタウンかさまつ計画の推進 
④コミュニティ活動の活性化、住民によるまちづくりの支援　　など 

　ユニバーサルデザインの推進を基本に、自然環境と調和した快適な住環境の整備、安全で便利な巡回町民
バスをはじめとした公共交通の充実、道路や河川、上下水道の整備などを通じ、便利で快適な住みよいまちを
つくります。また、静かで清潔な住空間の整備を進め、新たなリサイクル社会・循環型社会の構築を進めます。 

基本方向4　便利で快適に暮らせるやすらぎのまち 都市基盤・循環型社会 
環境の分野 

①良好な住宅や宅地の供給、利便性を持った生活環境づくり 
②快適な生活道路の整備や計画的な道路整備 
③公共交通網の充実、地域公共交通サービスの拡充 
④安心して暮らせる住環境の整備、うるおいのある景観づくり 
⑤計画的な公共下水道や衛生的な環境の整備 
⑥環境にやさしいまちづくり、ごみの減量化や資源化の推進　　など 

　皆さんの生命と財産を守るため、災害に備えた体制の強化を図るとともに、これまで経験したことのない規
模での自然災害の発生などにも備えることにより、災害に強いまちを構築します。また、地域との連携、日常的
な防犯対策の充実や交通安全活動などを推進し、犯罪や事故のない安全で安心して暮らせるまちをつくります。 

基本方向5　安全で安心して暮らせる住みよいまち 住民生活の分野 

①総合的な防災や災害時対策の推進、地域における防災や災害時 
対策の推進 

②火災予防や消防体制の整備、救急及び救助体制の整備 
③犯罪を未然に防ぐ環境づくり、消費者保護対策の推進 
④交通事故を防止する環境づくり、地域主体の交通安全活動の促進 

　　など 

　これからの行政は経営者の視点に立ち、事業運営を行政主導ではなく、内容によっては民間主導に移行する
ことにより、効率的な行財政運営を推進します。また、地域の皆さんとの協働のまちづくりを推進することによ
り、満足度を的確に把握し、価値観の多様化に適切に対応し、信頼される行政経営のまちをつくります。 

　SDGsは、Sustainable Development Goals（持続可能な開発目
標）の略で、2015年（平成27年）9月に国連で開かれたサミットの中で
採択された、2016年（平成28年）から2030年（令和12年）までの国
際社会共通の目標です。笠松町では、基本方向の中で展開する施策の中
で、SDGsに結び付く取り組みをおこないます。 

基本方向6　「官」「民」協働で築き上げる持続可能なまち 町政運営の分野 

①広報の充実、協働によるまちづくりの推進 
②質の高い行政サービスの提供、職員の資質向上 
③透明性が高く、持続可能な財政運営の推進、関係市町との交流の 

活性化 
④効率的で効果的な行政運営の推進　　など 

笠 松 町 第 6 次 総 合 計 画 策 定 

令和3年4月号 
第1127号 6 令和3年4月号 

第1127号 7



～清流木曽川に抱かれた 
『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市実現のために～ 

令和3年度予算のあらまし 

　令和3年度は、新型コロナウイルスワクチン接種の早期接種実現を最優先事業に位置付けるととも

に、「子育て支援」や「にぎわいづくり」、「安らぐまちの構築」の実現に向けた予算編成としました。 

　町税などの歳入は、新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれますが、歳出の抑制と

業務の効率化を図りながら事業の見直しを行うとともに、第6次総合計画の初年度として、計画に掲

げた基本構想の実現に向け、「ウィズコロナ」、「アフターコロナ」を見据えた新たな社会への転換を

図りつつ、健全な財政運営に努めます。 

最優先事業　～新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた取り組み～ 

予算総額 

令和3年度予算　主な新規事業 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業 
　　　1億2,790万円 

　羽島郡医師会と連携し、効率的かつ早期接種実現のた

めの体制を整備します。 

・小児等インフルエンザ 
予防接種事業　190万円 

　1歳から中学3年生を対象に、インフルエンザ

予防接種費用を助成します。 

・保育所のICT化 
環境整備事業　187万円 

　ICTの活用により、保育記録や登降所管理

などの効率化を図るため、町内3保育所にWi-

Fi環境とタブレット端末を整備します。 

1.「未来へ繋ぐ」笑顔あふれる子育て支援 

・民間主導イベントの 
促進事業　318万円 

　笠松町プロモーション協会と連携し、町の魅力

発信、地域イベントの企画運営など、民間のノウ

ハウを活かしたプロモーションを展開します。 

・県内プロスポーツチーム支援 
90万円 

　県内のプロスポーツFC岐阜、岐阜スゥープス、

丸杉Bluvicを支援し、トップアスリートとの交流

を通じ、スポーツに取り組む環境整備を促進す

るとともに、スポーツ文化の醸成を図ります。 

2.「活力あふれる」連携で築くにぎわいづくり 

・デマンドタクシー運行の 
実証実験事業　354万円 

　交通空白地の解消を目指し、新たな交通サー

ビス導入を検討するため実証実験を実施します。 

・ごみの減量、 
資源化の推進　3,770万円 

　ごみの減量と資源化を図るため、4月から公

共施設での「資源ごみ」「緑ごみ」の回収、10月

からごみ処理の有料化を開始します。 

3.「安全で安心に」さらなるやすらぎのまちの構築 

4.「アフターコロナを見据える」従来の行財政運営を脱却 

・放課後児童クラブ施設環境充実整備事業 332万円 
　施設環境を充実させるため、空調設備の更新やトイレの洋式化を実施します。 

・自治体デジタル・トランスフォーメーションの推進　　97万円 
　住民の利便性向上やスマート自治体への転換を図るため、行政への質問や応答をインターネット

を活用して自動化する「AIチャットボット」の導入やオンライン電子申請の拡充を推進します。 

・小学校水泳授業の民間委託運営 250万円 
　水泳授業を試行的に民間委託し、授業の専門性向上、教職員の負担軽減を図ります。 

会計名 

一般会計 

令和3年度 

69億3,820万円 

令和2年度 

67億870万円 

対前年度比較 
2億2,950万円 増 

（+3.42%） 
▲令和3年度予算の 

詳細はこちら ※特別会計・企業会計の予算総額は、町ホームページをご覧ください。 

令和3年4月号 
第1127号 8 令和3年4月号 

第1127号 9



～清流木曽川に抱かれた 
『豊かさ』と『やすらぎ』あふれる創造文化都市実現のために～ 

令和3年度予算のあらまし 

　令和3年度は、新型コロナウイルスワクチン接種の早期接種実現を最優先事業に位置付けるととも

に、「子育て支援」や「にぎわいづくり」、「安らぐまちの構築」の実現に向けた予算編成としました。 

　町税などの歳入は、新型コロナウイルス感染症の影響により減収が見込まれますが、歳出の抑制と

業務の効率化を図りながら事業の見直しを行うとともに、第6次総合計画の初年度として、計画に掲

げた基本構想の実現に向け、「ウィズコロナ」、「アフターコロナ」を見据えた新たな社会への転換を

図りつつ、健全な財政運営に努めます。 

最優先事業　～新型コロナウイルス感染症拡大防止に向けた取り組み～ 

予算総額 

令和3年度予算　主な新規事業 

・新型コロナウイルスワクチン接種事業 
　　　1億2,790万円 

　羽島郡医師会と連携し、効率的かつ早期接種実現のた

めの体制を整備します。 

・小児等インフルエンザ 
予防接種事業　190万円 

　1歳から中学3年生を対象に、インフルエンザ

予防接種費用を助成します。 

・保育所のICT化 
環境整備事業　187万円 

　ICTの活用により、保育記録や登降所管理

などの効率化を図るため、町内3保育所にWi-

Fi環境とタブレット端末を整備します。 

1.「未来へ繋ぐ」笑顔あふれる子育て支援 

・民間主導イベントの 
促進事業　318万円 

　笠松町プロモーション協会と連携し、町の魅力

発信、地域イベントの企画運営など、民間のノウ

ハウを活かしたプロモーションを展開します。 

・県内プロスポーツチーム支援 
90万円 

　県内のプロスポーツFC岐阜、岐阜スゥープス、

丸杉Bluvicを支援し、トップアスリートとの交流

を通じ、スポーツに取り組む環境整備を促進す

るとともに、スポーツ文化の醸成を図ります。 

2.「活力あふれる」連携で築くにぎわいづくり 

・デマンドタクシー運行の 
実証実験事業　354万円 

　交通空白地の解消を目指し、新たな交通サー

ビス導入を検討するため実証実験を実施します。 

・ごみの減量、 
資源化の推進　3,770万円 

　ごみの減量と資源化を図るため、4月から公

共施設での「資源ごみ」「緑ごみ」の回収、10月

からごみ処理の有料化を開始します。 

3.「安全で安心に」さらなるやすらぎのまちの構築 

4.「アフターコロナを見据える」従来の行財政運営を脱却 

・放課後児童クラブ施設環境充実整備事業 332万円 
　施設環境を充実させるため、空調設備の更新やトイレの洋式化を実施します。 

・自治体デジタル・トランスフォーメーションの推進　　97万円 
　住民の利便性向上やスマート自治体への転換を図るため、行政への質問や応答をインターネット

を活用して自動化する「AIチャットボット」の導入やオンライン電子申請の拡充を推進します。 

・小学校水泳授業の民間委託運営 250万円 
　水泳授業を試行的に民間委託し、授業の専門性向上、教職員の負担軽減を図ります。 

会計名 

一般会計 

令和3年度 

69億3,820万円 

令和2年度 

67億870万円 

対前年度比較 
2億2,950万円 増 

（+3.42%） 
▲令和3年度予算の 

詳細はこちら ※特別会計・企業会計の予算総額は、町ホームページをご覧ください。 

令和3年4月号 
第1127号 8 令和3年4月号 

第1127号 9



令和4年1月から 
　　　　施設の使用時間や使用料が変わります 

　町の施設使用料は、平成17年度以降据え置きとなっており、これまで近隣市町と比較しても安価な

料金設定としていました。しかし、消費税率の改正や維持管理費の上昇などに対し、持続可能な料

金設定とする必要があることから、令和4年1月からの施設使用にかかる料金を改定します。 

　また、効率よく公平に多くの皆さんが利用できるよう、使用時間なども変更します。 

【集会施設】午前・午後・夜間の3コマでしたが、短時間の使用も可能となります 

【体育施設】次のとおり変更します（岐南町と共有する羽栗社会教育施設は除く） 

集会施設 

体育施設 

学校 
開放施設 

笠松中央公民館/松枝公民館/下羽栗会館 

町民体育館/総合会館/スポーツ交流館/南体育館/町民運動場/運動公園運動場/緑地公園運動場・
テニスコート/江川・勤労青少年・米野運動場/羽栗社会教育施設運動場・テニスコート 

笠松・松枝・下羽栗小学校・笠松中学校の屋内・屋外運動場/笠松中学校テニスコート 

■対象施設 

■使用時間の改正 ■使用料改正の一部抜粋（集会施設は1時間あたりの使用料に変わります） 

使用する時間帯によって使用料を変更します 
・18：30以降の集会施設の使用料は、20%引き下げた料金設定とします。 

・平日18：30までの体育施設の使用料は、20%引き下げた料金設定とします。 

施設予約システムの更新に伴い、システムの利用登録に料金が発生します 
・新規登録1,500円/年、更新1,200円/年 

・登録は町内在住・在学・在勤の団体や個人に限ります。 

利用者の区分によって使用料を変更します 
・施設予約システム利用登録のない団体や個人も一部の施設を使用することができます。ただし、

使用料は登録のある団体や個人より25%高い料金設定とします。 

・ボランティアなどにより町の認定を受けたサークル団体は、使用料の20%を減免します。（町内会

の会議で使用する場合は、今までどおり使用料を全額免除します） 

空調・照明・シャワーなどの設備や、プロジェクター・アンプなどの備品にも使用料が発生します 

使用予定日の6日前からキャンセル料が発生します（特段の理由がある場合は除く） 

■使用料の改正 

～令和3年12月 

屋外スポーツ施設使用時間 

テニスコート使用時間 

学校開放使用時間（休日※）※休日は土・日・祝日をいいます。 

屋内スポーツ施設使用時間 
～令和3年12月 ～令和4年1月 

令和4年1月～ 

午前 
9：00‐12：30

午後 
13：30‐17：00

夜間 
18：00‐21：30

9：00‐21：30、コマ割りなし 

6：00‐21：30、コマ割りなし 

6：00‐18：30、コマ割りなし 

9：00‐21：30、コマ割りなし 

学校開放使用時間（平日） 

19：00‐21：30、 
コマ割りなし 

8：30 
‐9：30

13：30 
‐15：30

19：30 
‐21：30

16：30 
‐18：30

11：30 
‐12：30

9：30 
‐11：30

15：30 
‐16：30

18：30 
‐19：30

12：30 
‐13：30

8：30 
‐9：30

13：30 
‐15：30

19：30 
‐21：30

16：30 
‐18：30

11：30 
‐12：30

9：30 
‐11：30

15：30 
‐16：30

18：30 
‐19：30

12：30 
‐13：30

8：30 
‐9：30

13：30 
‐15：30

19：30 
‐21：30

16：30 
‐18：30

11：30 
‐12：30

9：30 
‐11：30

15：30 
‐16：30

18：30 
‐19：30

19：30 
‐21：30

18：30 
‐19：30

12：30 
‐13：30

8：30 
‐9：30

7：30 
‐8：30

6：30 
‐7：30

8：00 
‐9：00

7：00 
‐8：00

9：00 
‐10：00

6：00 
‐7：00

13：30 
‐15：30

19：30 
‐21：30

16：30 
‐18：30

11：30 
‐12：30

9：30 
‐11：30

15：30 
‐16：30

18：30 
‐19：30

12：30 
‐13：30

10：00 
‐11：00

11：00 
‐12：00

12：00 
‐13：00

13：00 
‐14：00

14：00 
‐15：00

15：00 
‐16：00

16：00 
‐17：00

17：00 
‐18：00

※使用時間には、準備や後片付けの時間も含みます！ 

⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

笠松中央公民館 
大ホール 
集会室 
和室 
調理室 
学習室1 
視聴覚室 
音楽室 

3,300円 

1,000円 
800円 
800円 
500円 
600円 
900円 

町民体育館 
　2階競技場（全面） 
　1階多目的室（全面） 
総合会館 
　1階ホール（全面） 

町民運動場 

米野運動場（全面） 
緑地公園テニスコート（1面） 

450円 

300円 

450円 

250円 

450円 
100円 

720円 

380円 

690円 

260円 

520円 
300円 

900円 

480円 

860円 

330円 

660円 
380円 

笠松中学校 
　屋内運動場（全面） 
　テニスコート（1面） 
笠松小学校 
　屋外運動場 

500円 

100円 

200円 

940円 

380円 

240円 

750円 

300円 

190円 

施設 12月まで 令和4年1月から（1時間あたり/全て消費税10%を含みます） 
集会施設 

【抜粋】 
1コマ 
あたり 

体育施設 
【抜粋】 

1時間 
あたり 

学校開放施設 
【抜粋】 1時間 

あたり 

9：00～12：30 
13：30～17：00 
18：00～21：30

1,560円 

450円 
440円 
520円 
230円 
460円 
410円 

登録団体 

 
8：30～18：30

登録団体 

平日 18:30～21:30　　 
休日 8:30～21:30　※ 

1,240円 

360円 
350円 
420円 
180円 
360円 
330円 

 
18：30～21：30

登録団体・登録個人 

平日 
8：30～18：30 

 
 

※ 

空調　2,720円/1時間 

※使用可能時間　6：30～21：30 
夜間照明　2,000円/1時間 
※使用可能時間　6：30～18：30 
※使用可能時間　6：00～18：00

空調　2,070円/1時間 

夜間照明　500円/1時間 
※使用可能時間 
　休日8：30～18：30のみ 

天井空調　1,060円/1時間 

備考 

設備使用料 
（使用した場合） 

備考 

設備使用料 
（使用した場合） 

備考 

設備使用料 
（使用した場合） 

平日 
18：30～21：30 

休日 
8：30～21：30 

※ 

平日 
18：30～21：30 

休日 
8：30～21：30 

※ 

570円 

300円 

550円 

210円 

420円 
240円 

720円 

380円 

690円 

260円 

520円 
300円 

1,240円 

360円 
350円 
420円 
180円 
360円 
330円 

認定サークル 
（使用料は減免後の額です） 

 
8：30～18：30

認定サークル 
（使用料は減免後の額です） 

990円 

280円 
280円 
330円 
140円 
290円 
260円 

認定サークル 
（使用料は減免後の額です） 

平日 
8：30～18：30 

 
 

※ 

900円 

480円 

860円 

330円 

660円 
380円 

1,120円 

600円 

1,080円 

410円 

820円 
480円 

1,950円 

560円 
550円 
660円 
280円 
570円 
520円 

その他 
（未登録団体） 

 
8：30～18：30

登録団体以外の 
使用はできません 

1,560円 

450円 
440円 
520円 
230円 
460円 
410円 

 
18：30～21：30

 
18：30～21：30

その他 
（未登録団体・個人） 

平日 
8：30～18：30 

 
 

※ 

平日 
18：30～21：30 

休日 
8：30～21：30 

※ 

c教育文化課　蕁388‐3231
1回あたり/シャワー（110円）、モニター・DVD（110円）、プロジェクター（110円）、アンプ（50円） 

※日中の貸出しはありません。 ※日中の貸出しはありません。 

▲改正内容の 
詳細はこちら 

令和3年4月号 
第1127号 10 令和3年4月号 

第1127号 11



令和4年1月から 
　　　　施設の使用時間や使用料が変わります 

　町の施設使用料は、平成17年度以降据え置きとなっており、これまで近隣市町と比較しても安価な

料金設定としていました。しかし、消費税率の改正や維持管理費の上昇などに対し、持続可能な料

金設定とする必要があることから、令和4年1月からの施設使用にかかる料金を改定します。 

　また、効率よく公平に多くの皆さんが利用できるよう、使用時間なども変更します。 

【集会施設】午前・午後・夜間の3コマでしたが、短時間の使用も可能となります 

【体育施設】次のとおり変更します（岐南町と共有する羽栗社会教育施設は除く） 

集会施設 

体育施設 

学校 
開放施設 

笠松中央公民館/松枝公民館/下羽栗会館 

町民体育館/総合会館/スポーツ交流館/南体育館/町民運動場/運動公園運動場/緑地公園運動場・
テニスコート/江川・勤労青少年・米野運動場/羽栗社会教育施設運動場・テニスコート 

笠松・松枝・下羽栗小学校・笠松中学校の屋内・屋外運動場/笠松中学校テニスコート 

■対象施設 

■使用時間の改正 ■使用料改正の一部抜粋（集会施設は1時間あたりの使用料に変わります） 

使用する時間帯によって使用料を変更します 
・18：30以降の集会施設の使用料は、20%引き下げた料金設定とします。 

・平日18：30までの体育施設の使用料は、20%引き下げた料金設定とします。 

施設予約システムの更新に伴い、システムの利用登録に料金が発生します 
・新規登録1,500円/年、更新1,200円/年 

・登録は町内在住・在学・在勤の団体や個人に限ります。 

利用者の区分によって使用料を変更します 
・施設予約システム利用登録のない団体や個人も一部の施設を使用することができます。ただし、

使用料は登録のある団体や個人より25%高い料金設定とします。 

・ボランティアなどにより町の認定を受けたサークル団体は、使用料の20%を減免します。（町内会

の会議で使用する場合は、今までどおり使用料を全額免除します） 

空調・照明・シャワーなどの設備や、プロジェクター・アンプなどの備品にも使用料が発生します 

使用予定日の6日前からキャンセル料が発生します（特段の理由がある場合は除く） 

■使用料の改正 

～令和3年12月 

屋外スポーツ施設使用時間 

テニスコート使用時間 

学校開放使用時間（休日※）※休日は土・日・祝日をいいます。 

屋内スポーツ施設使用時間 
～令和3年12月 ～令和4年1月 

令和4年1月～ 

午前 
9：00‐12：30

午後 
13：30‐17：00

夜間 
18：00‐21：30

9：00‐21：30、コマ割りなし 

6：00‐21：30、コマ割りなし 

6：00‐18：30、コマ割りなし 

9：00‐21：30、コマ割りなし 

学校開放使用時間（平日） 

19：00‐21：30、 
コマ割りなし 

8：30 
‐9：30

13：30 
‐15：30

19：30 
‐21：30

16：30 
‐18：30

11：30 
‐12：30

9：30 
‐11：30

15：30 
‐16：30

18：30 
‐19：30

12：30 
‐13：30

8：30 
‐9：30

13：30 
‐15：30

19：30 
‐21：30

16：30 
‐18：30

11：30 
‐12：30

9：30 
‐11：30

15：30 
‐16：30

18：30 
‐19：30

12：30 
‐13：30

8：30 
‐9：30

13：30 
‐15：30

19：30 
‐21：30

16：30 
‐18：30

11：30 
‐12：30

9：30 
‐11：30

15：30 
‐16：30

18：30 
‐19：30

19：30 
‐21：30

18：30 
‐19：30

12：30 
‐13：30

8：30 
‐9：30

7：30 
‐8：30

6：30 
‐7：30

8：00 
‐9：00

7：00 
‐8：00

9：00 
‐10：00

6：00 
‐7：00

13：30 
‐15：30

19：30 
‐21：30

16：30 
‐18：30

11：30 
‐12：30

9：30 
‐11：30

15：30 
‐16：30

18：30 
‐19：30

12：30 
‐13：30

10：00 
‐11：00

11：00 
‐12：00

12：00 
‐13：00

13：00 
‐14：00

14：00 
‐15：00

15：00 
‐16：00

16：00 
‐17：00

17：00 
‐18：00

※使用時間には、準備や後片付けの時間も含みます！ 

⇒ 
⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

⇒ 

笠松中央公民館 
大ホール 
集会室 
和室 
調理室 
学習室1 
視聴覚室 
音楽室 

3,300円 

1,000円 
800円 
800円 
500円 
600円 
900円 

町民体育館 
　2階競技場（全面） 
　1階多目的室（全面） 
総合会館 
　1階ホール（全面） 

町民運動場 

米野運動場（全面） 
緑地公園テニスコート（1面） 

450円 

300円 

450円 

250円 

450円 
100円 

720円 

380円 

690円 

260円 

520円 
300円 

900円 

480円 

860円 

330円 

660円 
380円 

笠松中学校 
　屋内運動場（全面） 
　テニスコート（1面） 
笠松小学校 
　屋外運動場 

500円 

100円 

200円 

940円 

380円 

240円 

750円 

300円 

190円 

施設 12月まで 令和4年1月から（1時間あたり/全て消費税10%を含みます） 
集会施設 

【抜粋】 
1コマ 
あたり 

体育施設 
【抜粋】 

1時間 
あたり 

学校開放施設 
【抜粋】 1時間 

あたり 

9：00～12：30 
13：30～17：00 
18：00～21：30

1,560円 

450円 
440円 
520円 
230円 
460円 
410円 

登録団体 

 
8：30～18：30

登録団体 

平日 18:30～21:30　　 
休日 8:30～21:30　※ 

1,240円 

360円 
350円 
420円 
180円 
360円 
330円 

 
18：30～21：30

登録団体・登録個人 

平日 
8：30～18：30 

 
 

※ 

空調　2,720円/1時間 

※使用可能時間　6：30～21：30 
夜間照明　2,000円/1時間 
※使用可能時間　6：30～18：30 
※使用可能時間　6：00～18：00

空調　2,070円/1時間 

夜間照明　500円/1時間 
※使用可能時間 
　休日8：30～18：30のみ 

天井空調　1,060円/1時間 

備考 

設備使用料 
（使用した場合） 

備考 

設備使用料 
（使用した場合） 

備考 

設備使用料 
（使用した場合） 

平日 
18：30～21：30 

休日 
8：30～21：30 

※ 

平日 
18：30～21：30 

休日 
8：30～21：30 

※ 

570円 

300円 

550円 

210円 

420円 
240円 

720円 

380円 

690円 

260円 

520円 
300円 

1,240円 

360円 
350円 
420円 
180円 
360円 
330円 

認定サークル 
（使用料は減免後の額です） 

 
8：30～18：30

認定サークル 
（使用料は減免後の額です） 

990円 

280円 
280円 
330円 
140円 
290円 
260円 

認定サークル 
（使用料は減免後の額です） 

平日 
8：30～18：30 

 
 

※ 

900円 

480円 

860円 

330円 

660円 
380円 

1,120円 

600円 

1,080円 

410円 

820円 
480円 

1,950円 

560円 
550円 
660円 
280円 
570円 
520円 

その他 
（未登録団体） 

 
8：30～18：30

登録団体以外の 
使用はできません 

1,560円 

450円 
440円 
520円 
230円 
460円 
410円 

 
18：30～21：30

 
18：30～21：30

その他 
（未登録団体・個人） 

平日 
8：30～18：30 

 
 

※ 

平日 
18：30～21：30 

休日 
8：30～21：30 

※ 

c教育文化課　蕁388‐3231
1回あたり/シャワー（110円）、モニター・DVD（110円）、プロジェクター（110円）、アンプ（50円） 

※日中の貸出しはありません。 ※日中の貸出しはありません。 

▲改正内容の 
詳細はこちら 

令和3年4月号 
第1127号 10 令和3年4月号 

第1127号 11



 
 
笠松春まつりの中止 
　新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、笠松春まつり（桜

まつり・宵まつり・本まつり）は中

止します。これに伴い、町内み

こし・大名行列お奴などの各種

関連行事も中止します。 

cかさまつまちづくりイベント実

行委員会（企画課内） 

蕁388‐1113

固定資産価格の縦覧 
　固定資産税の納税者の方が、自己所有の土地や家屋の評価額を、

周辺の土地・家屋と比較し、価格の適正さを「土地・家屋価格等縦

覧帳簿」で確認することができます。 

　なお、個人情報（所有者、課税標準額、税額）は縦覧の対象では

ありません。 

4月1日（木）～30日（金）（土・日・祝日を除く） 

午前8時30分～午後5時15分 

役場1階 税務課 

固定資産税（土地・家屋）の納税者、納税者の同居の親族、

納税者の代理人（委任状の提示が必要） 

本人または本人と同居の親族であることが証明できるもの

（納税通知書、課税明細書、運転免許証など）、代理人は委任状 

※縦覧期間以外は、土地・家屋価格等縦覧帳簿の公開は一切できません。 

※償却資産は縦覧対象外ですので、閲覧申請をしていただく必要があります。 

c税務課　蕁388‐1112

次期ごみ焼却場 都市計画の変更 
　羽島市内に計画している次期ごみ処理施設建設のための「羽島

都市計画ごみ焼却場の都市計画」を変更しました。 

※詳細は、羽島市ホームページをご覧ください。 

c羽島市役所都市計画課　蕁392‐1111

令和3年度における夜間飛行訓練 
　岐阜基地では下記のとおり夜間飛行訓練を実施します。航空機

騒音によりご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。 

毎週火曜日（予備：水曜日・木曜日） 

午後5時～8時 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　蕁382‐1101（内線2271） 

都市計画変更の内容 

名称 

位置 

面積 

岐阜羽島衛生施設組合ごみ焼却場 

羽島市福寿町平方地内 
（旧　羽島市下中町城屋敷及び加賀野井地内） 

約31,500㎡　（旧　約29,400㎡） 

マイナポイント申込み 
支援窓口 
　令和3年3月

末までにマイ

ナンバーカード

を申請した方

を対象に、役場2階の特設会

場でマイナポイントの申込みを

支援しています。 

9月29日（水）までの月・

水・金曜日（祝日を除く） 

午前9時～午後4時 

マイナンバーカード

（4桁の暗証番号も必要）、キャッ

シュレス決済サービスの決済

サービスIDとセキュリティコード

c企画課　蕁388‐1113

LINE講習会を開催します 
　新型コロナワクチン接種のインターネット予約が、コミュニケーションアプリ

「LINE」を介して開始されることを受け、職員によるLINE講習会を開催し

ます。新型コロナワクチン接種の予約方法のほか、LINEの登録方法など

を職員が説明しますので、ぜひご活用ください。 

日時・会場（※予約不要） 

持ち物　スマートフォン 

マイナンバーカードの取得支援も同時開催します！ 
　上記会場にて、マイナンバーカードの取得支援を同時開催

します。 

　マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会に申請を

お願いします。 

持ち物　個人番号カード交付申請書 

c企画課　蕁388‐1113

会場（所在地） 

笠松地域 

松枝地域 

下羽栗地域 

笠松町役場 
（司町1番地） 

厚生会館 
（瓢町15番地） 

福祉会館 
（東陽町44番地の1） 

松枝公民館 
（長池292番地） 

松枝みなみ会館 
（北及33番地2） 

総合会館 
（中野229番地） 

円城寺集会所 
（円城寺1471番地） 

米野会館 
（米野480番地） 

日　　　時 

4月19日（月）・22日（木）・27日（火） 
午前9時30分～11時 

4月20日（火） 
午後1時30分～3時 

4月23日（金） 
午後1時30分～3時 

4月19日（月）・22日（木）・27日（火） 
午後1時30分～3時 

4月21日（水）・26日（月） 
午前9時30分～11時 

4月20日（火）・23日（金）・28日（水） 
午前9時30分～11時 

4月21日（水） 
午後1時30分～3時 

4月26日（月） 
午後1時30分～3時 

おもて うら 

 
 
 
 
 
 
期間 
時間 
場所 
対象 
 
持ち物 

 
 
 
実施日 
時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
開設日 
 
開設時間 
持ち物 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 注目情報 

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和3年4月号 
第1127号 12 令和3年4月号 

第1127号 13



 
 
笠松春まつりの中止 
　新型コロナウイルス感染拡大

防止のため、笠松春まつり（桜

まつり・宵まつり・本まつり）は中

止します。これに伴い、町内み

こし・大名行列お奴などの各種

関連行事も中止します。 

cかさまつまちづくりイベント実

行委員会（企画課内） 

蕁388‐1113

固定資産価格の縦覧 
　固定資産税の納税者の方が、自己所有の土地や家屋の評価額を、

周辺の土地・家屋と比較し、価格の適正さを「土地・家屋価格等縦

覧帳簿」で確認することができます。 

　なお、個人情報（所有者、課税標準額、税額）は縦覧の対象では

ありません。 

4月1日（木）～30日（金）（土・日・祝日を除く） 

午前8時30分～午後5時15分 

役場1階 税務課 

固定資産税（土地・家屋）の納税者、納税者の同居の親族、

納税者の代理人（委任状の提示が必要） 

本人または本人と同居の親族であることが証明できるもの

（納税通知書、課税明細書、運転免許証など）、代理人は委任状 

※縦覧期間以外は、土地・家屋価格等縦覧帳簿の公開は一切できません。 

※償却資産は縦覧対象外ですので、閲覧申請をしていただく必要があります。 

c税務課　蕁388‐1112

次期ごみ焼却場 都市計画の変更 
　羽島市内に計画している次期ごみ処理施設建設のための「羽島

都市計画ごみ焼却場の都市計画」を変更しました。 

※詳細は、羽島市ホームページをご覧ください。 

c羽島市役所都市計画課　蕁392‐1111

令和3年度における夜間飛行訓練 
　岐阜基地では下記のとおり夜間飛行訓練を実施します。航空機

騒音によりご迷惑をおかけしますが、ご了承ください。 

毎週火曜日（予備：水曜日・木曜日） 

午後5時～8時 

c航空自衛隊岐阜基地渉外室　蕁382‐1101（内線2271） 

都市計画変更の内容 

名称 

位置 

面積 

岐阜羽島衛生施設組合ごみ焼却場 

羽島市福寿町平方地内 
（旧　羽島市下中町城屋敷及び加賀野井地内） 

約31,500㎡　（旧　約29,400㎡） 

マイナポイント申込み 
支援窓口 
　令和3年3月

末までにマイ

ナンバーカード

を申請した方

を対象に、役場2階の特設会

場でマイナポイントの申込みを

支援しています。 

9月29日（水）までの月・

水・金曜日（祝日を除く） 

午前9時～午後4時 

マイナンバーカード

（4桁の暗証番号も必要）、キャッ

シュレス決済サービスの決済

サービスIDとセキュリティコード

c企画課　蕁388‐1113

LINE講習会を開催します 
　新型コロナワクチン接種のインターネット予約が、コミュニケーションアプリ

「LINE」を介して開始されることを受け、職員によるLINE講習会を開催し

ます。新型コロナワクチン接種の予約方法のほか、LINEの登録方法など

を職員が説明しますので、ぜひご活用ください。 

日時・会場（※予約不要） 

持ち物　スマートフォン 

マイナンバーカードの取得支援も同時開催します！ 
　上記会場にて、マイナンバーカードの取得支援を同時開催

します。 

　マイナンバーカードをお持ちでない方は、この機会に申請を

お願いします。 

持ち物　個人番号カード交付申請書 

c企画課　蕁388‐1113

会場（所在地） 

笠松地域 

松枝地域 

下羽栗地域 

笠松町役場 
（司町1番地） 

厚生会館 
（瓢町15番地） 

福祉会館 
（東陽町44番地の1） 

松枝公民館 
（長池292番地） 

松枝みなみ会館 
（北及33番地2） 

総合会館 
（中野229番地） 

円城寺集会所 
（円城寺1471番地） 

米野会館 
（米野480番地） 

日　　　時 

4月19日（月）・22日（木）・27日（火） 
午前9時30分～11時 

4月20日（火） 
午後1時30分～3時 

4月23日（金） 
午後1時30分～3時 

4月19日（月）・22日（木）・27日（火） 
午後1時30分～3時 

4月21日（水）・26日（月） 
午前9時30分～11時 

4月20日（火）・23日（金）・28日（水） 
午前9時30分～11時 

4月21日（水） 
午後1時30分～3時 

4月26日（月） 
午後1時30分～3時 

おもて うら 

 
 
 
 
 
 
期間 
時間 
場所 
対象 
 
持ち物 

 
 
 
実施日 
時間 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
開設日 
 
開設時間 
持ち物 

お　知　ら　せ 

町からのお知らせ 注目情報 

つ み き と え い ご  

笠 松 双 葉 幼 稚 園  
〒501-6064　岐阜県羽島郡笠松町北及66 

TEL：058-387-9155 
http://www.tsumiki.ed.jp

循環社会に奉仕する 
 内田商会 有限会社 

笠松町許可業者 

羽島郡笠松町大池町９番地の１ 
T E L  0 5 8‐3 8 8‐1 0 0 6  
F A X  0 5 8‐3 8 8‐0 7 6 5

生活系ごみ　事業系ごみ 
引越などの粗大ごみ 

令和3年4月号 
第1127号 12 令和3年4月号 

第1127号 13



 
 
岐阜県多重債務相談会 
　県弁護士と県司法書士会の協力のもと、多重

債務無料相談会が開催されますので、借金問題

でお困りの方はご利用ください。 

4月10日（土） 

午後1時～4時 

県民生活相談センター（岐阜市薮田南5-

14-53 OKBふれあい会館1棟5階） 

6人（先着順） 

2日前までに電話で予約してください 

a県民生活相談センター　蕁277-1003

 
 
企画展「大空を翔るステンレス飛行機」 
　精巧につくられた戦闘機などのステンレス模型

を多数展示します。笠松湊最後の大船大工が魅

せる職人技を、ぜひご覧ください。 

4月3日（土） 

～5月16日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

無料 

c歴史未来館　蕁388‐0161

ひとり親の方へ　就業支援講習会 
　岐阜県内にお住まいのひとり親の

方を対象に、就業支援講習会受講者

を募集します。 

登録販売者試験対策講座、介護職

員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福

祉士国家試験対策講座、ケアマネージャー受験

対策講座、福祉用具専門相談員養成講座、医療

事務・調剤、MOS資格取得講座、パソコン講座、日

商簿記2級・3級講座（定員に満たない場合は、開

講されない可能性があります） 

県内にお住まいのひとり親の方 

全講座合わせて90人程度 

無料（テキスト代、検定料などは自己

負担） 

4月12日（月）～30日（金） 

必要書類を下記まで郵送してください 

岐阜地域福祉事務所（〒500‐8384 岐阜

市薮田南5‐14‐53 OKBふれあい会館第2棟 4階） 

c岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター 

蕁268‐2569／mshien‐gifu@sunny.ocn.ne.jp

楽しいこども館行事（5月） 
　小学生や乳幼児親子を対象に5月の行事を開

催します。すべて事前申込みが必要です。 

　皆さんの参加をお待ちしています。 

4月1日（木）～（定員に達し次第、受

付終了） 

eこども館　蕁388‐0811

対象 日にち 

小学生 

乳幼児 
親子 

1日（土） 

15日（土） 

23日（日） 

6日（木） 
7日（金） 

12日（水） 

18日（火） 
19日（水） 

28日（金） 

時　間 

10：00 
～10：30

内　容 

ドッジボール 

ボラクラブ 

つくってみよう 

ピヨピヨひろば 

子育てサロン 

手づくりパーク 

Babyひろば 

定員 

－ 

－ 

6人 

10組 

15組 

10人 

10組 

 
 
羽島郡スポーツ大会（旧 羽島郡総合体育大会）出場者 

5月16日（日） 

※雨天時：屋外種目は23日（日）に延期（グラウンド・ゴルフのみ17日（月）

に延期） 

午前9時～ 

笠松町多目的運動場B（人工芝） 

※雨天時：岐南町スポーツセンターに変更 

 

○羽島郡スポーツ協会加盟団体種目（要チーム登録）：バレーボール、

軟式野球、ソフトボール、テニス、ソフトテニス、ハンドボール 

○個人参加可能種目：グラウンド・ゴルフ 

羽島郡在住・在勤の方（学生除く） 

4月28日（水）必着 

チーム登録先である各種目の主管団体に連絡後、下記

の問合先または笠松中央公民館に申込書を提出してください。 

※チーム未登録などで、新たに参加を希望される方は下記までお問

合せください。 

c羽島郡スポーツ協会事務局（羽島郡二町教育委員会内） 

　蕁245‐1133 

 

☆協賛募集☆ 

11月開催「羽島郡スポレク祭」と12月開催「羽島郡駅伝競走大会」

の協賛を募集します。上記事務局までお問合せください。 

草刈りボランティア 
　町のグラウンドなど体育施設

の草刈りボランティアを随時募

集しています。ボランティア活動

の際には、草刈機などの貸出し

も行いますので、ご活用ください。 

申請書（笠松中央

公民館で配布）を提出してくだ

さい。 

※成人を代表とする団体・グ

ループとして申請をお願いし

ます。 

肩かけ草刈機（5台）、

エンジン式芝刈機（2台）、手動

芝刈機（3台）など 

※上記の機器は、岐阜県清流

の国ぎふ推進補助金を受け

て整備しました。 

c教育文化課　蕁388‐3231

守ろう！交通ルール。笑顔と思いやりも一緒に。 

春の全国交通安全運動　4月6日（火）～15日（木） 

4月10日（土）は交通事故死ゼロ 
を目指す日です。 

4月18日（日）は、家庭の日です。 

心豊かな明るい家庭づくりを

しましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなで、 
進学、進級、就職などに 
ついて語り合いましょう。 

第3日曜日は家庭の日 
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時間 
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定員 
申込方法 
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時間 
場所 
入館料 
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応募資格 
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開催日 
 
 
時間 
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参加資格 
申込期限 
申込方法 

 
 
 
 
 
 
申込方法 
 
 
 
 
 
貸出機器 

イ　ベ　ン　ト 
相　　　談 

募　　　集 

町からのお知らせ 

㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和3年4月号 
第1127号 14 令和3年4月号 

第1127号 15



 
 
岐阜県多重債務相談会 
　県弁護士と県司法書士会の協力のもと、多重

債務無料相談会が開催されますので、借金問題

でお困りの方はご利用ください。 

4月10日（土） 

午後1時～4時 

県民生活相談センター（岐阜市薮田南5-

14-53 OKBふれあい会館1棟5階） 

6人（先着順） 

2日前までに電話で予約してください 

a県民生活相談センター　蕁277-1003

 
 
企画展「大空を翔るステンレス飛行機」 
　精巧につくられた戦闘機などのステンレス模型

を多数展示します。笠松湊最後の大船大工が魅

せる職人技を、ぜひご覧ください。 

4月3日（土） 

～5月16日（日） 

午前9時～午後5時 

歴史未来館 

無料 

c歴史未来館　蕁388‐0161

ひとり親の方へ　就業支援講習会 
　岐阜県内にお住まいのひとり親の

方を対象に、就業支援講習会受講者

を募集します。 

登録販売者試験対策講座、介護職

員初任者研修、介護福祉士実務者研修、介護福

祉士国家試験対策講座、ケアマネージャー受験

対策講座、福祉用具専門相談員養成講座、医療

事務・調剤、MOS資格取得講座、パソコン講座、日

商簿記2級・3級講座（定員に満たない場合は、開

講されない可能性があります） 

県内にお住まいのひとり親の方 

全講座合わせて90人程度 

無料（テキスト代、検定料などは自己

負担） 

4月12日（月）～30日（金） 

必要書類を下記まで郵送してください 

岐阜地域福祉事務所（〒500‐8384 岐阜

市薮田南5‐14‐53 OKBふれあい会館第2棟 4階） 

c岐阜県ひとり親家庭等就業・自立支援センター 

蕁268‐2569／mshien‐gifu@sunny.ocn.ne.jp

楽しいこども館行事（5月） 
　小学生や乳幼児親子を対象に5月の行事を開

催します。すべて事前申込みが必要です。 

　皆さんの参加をお待ちしています。 

4月1日（木）～（定員に達し次第、受

付終了） 

eこども館　蕁388‐0811

対象 日にち 

小学生 

乳幼児 
親子 

1日（土） 

15日（土） 

23日（日） 

6日（木） 
7日（金） 

12日（水） 

18日（火） 
19日（水） 

28日（金） 

時　間 

10：00 
～10：30

内　容 

ドッジボール 

ボラクラブ 

つくってみよう 

ピヨピヨひろば 

子育てサロン 

手づくりパーク 

Babyひろば 

定員 

－ 

－ 

6人 

10組 

15組 

10人 

10組 

 
 
羽島郡スポーツ大会（旧 羽島郡総合体育大会）出場者 

5月16日（日） 

※雨天時：屋外種目は23日（日）に延期（グラウンド・ゴルフのみ17日（月）

に延期） 

午前9時～ 

笠松町多目的運動場B（人工芝） 

※雨天時：岐南町スポーツセンターに変更 

 

○羽島郡スポーツ協会加盟団体種目（要チーム登録）：バレーボール、

軟式野球、ソフトボール、テニス、ソフトテニス、ハンドボール 

○個人参加可能種目：グラウンド・ゴルフ 

羽島郡在住・在勤の方（学生除く） 

4月28日（水）必着 

チーム登録先である各種目の主管団体に連絡後、下記

の問合先または笠松中央公民館に申込書を提出してください。 

※チーム未登録などで、新たに参加を希望される方は下記までお問

合せください。 

c羽島郡スポーツ協会事務局（羽島郡二町教育委員会内） 

　蕁245‐1133 

 

☆協賛募集☆ 

11月開催「羽島郡スポレク祭」と12月開催「羽島郡駅伝競走大会」

の協賛を募集します。上記事務局までお問合せください。 

草刈りボランティア 
　町のグラウンドなど体育施設

の草刈りボランティアを随時募

集しています。ボランティア活動

の際には、草刈機などの貸出し

も行いますので、ご活用ください。 

申請書（笠松中央

公民館で配布）を提出してくだ

さい。 

※成人を代表とする団体・グ

ループとして申請をお願いし

ます。 

肩かけ草刈機（5台）、

エンジン式芝刈機（2台）、手動

芝刈機（3台）など 

※上記の機器は、岐阜県清流

の国ぎふ推進補助金を受け

て整備しました。 

c教育文化課　蕁388‐3231

守ろう！交通ルール。笑顔と思いやりも一緒に。 

春の全国交通安全運動　4月6日（火）～15日（木） 

4月10日（土）は交通事故死ゼロ 
を目指す日です。 

4月18日（日）は、家庭の日です。 

心豊かな明るい家庭づくりを

しましょう。 

【今月のテーマ】 
家族みんなで、 
進学、進級、就職などに 
ついて語り合いましょう。 

第3日曜日は家庭の日 
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㈱高島衛生 
ごみ・粗大ごみの回収 

蕁 058-248-0089 〒500‐8358 岐 阜 県 岐 阜 市 六 条 南 3 丁 目 6 番 9 号  
TEL.058‐274‐3224　FAX.058‐276‐0808

羽島郡笠松町中野 
☎387‐4361

株式会社 光製作所 

航空宇宙産業に 
貢献する 

令和3年4月号 
第1127号 14 令和3年4月号 

第1127号 15



　 役 場  
 

総 務 課  
税 務 課  
企 画 課  
環 境 経 済 課  
住 民 課  
健 康 介 護 課  
福祉子ども課 
建 設 課  
水 道 課  
水道料金事務センター 
教 育 文 化 課  
会 計 課  
議 会 事 務 局  

 
笠 松 中 央 公 民 館  
松 枝 公 民 館  
総 合 会 館  
歴 史 未 来 館  
福祉健康センター 
福 祉 会 館  
こ ど も 館  
学校給食センター 
ふ ら っ と 笠 松  

388‐1111 
387‐5816 
388‐1111 
388‐1112 
388‐1113 
388‐1114 
388‐1115 
388‐7171 
388‐1116 
388‐1117 
388‐1118 
388‐1175 
388‐3231 
388‐1119 
388‐1110 
 
388‐3231 
387‐0156 
387‐8432 
388‐0161 
388‐7171 
387‐1121 
388‐0811 
387‐5321 
388‐2355

蕁 
FAX 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 
蕁 

お問合せ 

まちの人口 

・Information Box 下段： 
 5,000円／号 
　（3㎝×8㎝・2色刷り） 
・裏表紙 下段： 8,000円／号 
　（2.25㎝×6㎝・フルカラー） 
※2枠以上使用した大きな広告も

可能ですのでご相談ください。 
□問 企画課　蕁388‐1113

広報紙の広告をご利用ください 

笠松中学校特別支援学級（愛学級）の手作りマスクをふるさと納税返礼品に 

　笠松町では、笠松中学校の愛学級が新型コロナウイルス感染症の流行を受けて始めたマスク製作
の取り組みを全国に発信するため、ふるさと納税の返礼品に手作りマスクを導入します。 
　2月16日には、愛学級の生徒が来庁し、製作過程やこれまでの活動報告が行われました。 
　なお、愛学級の生徒が手作りしたマスクやコースターは名鉄笠松駅構内のふらっと笠松でも販売して
います。1つずつ丁寧に、気持ちを込めて仕上げられていますので、ぜひご利用ください。 

笠松町プロモーション協会設立 

　2月19日、笠松町プロモーション協会が設立さ
れました。今後は、民間のノウハウやネットワーク
を取り入れながら、町の魅力発信やイベントの企
画運営、観光資源の発掘をはじめとするプロ
モーション活動を展開していきます。 

　歴史未来館で、3月21日まで長良隕石の特別
展示が行われました。長良隕石は国内で9例し
かない鉄隕石の1つで、鉱物ならではの冷たい手
触りや重量感を肌で感じられる貴重な展示をた
くさんの方が楽しみました。 

長良隕石の特別展示 

 
 
空き地の草刈りや 
庭木の手入れは計画的に 

　雑草や庭木が生い茂ってい

ると 

①ポイ捨てや不法投棄をされる 

②害虫が発生しやすくなる 

③火災発生の恐れがある 

④車や通行人の邪魔になり交

通事故を引き起こす 

など、周辺住民の迷惑になります。 

　所有者の方は、草刈りや剪

定を定期的に行い、住み良い

環境づくりを心がけましょう。 

c環境経済課　蕁388‐1114

　4月は開催を自粛します。 
　また、地方競馬及び中央
競馬（JRA）の勝馬投票券
の発売についても、自粛します。
詳細、今後の対応については、
笠松競馬場ホームページを
ご覧ください。 
http://www.kasamatsu-keiba.com

名 馬、 名 手 の 里　 ド リ ー ム ス タ ジ ア ム 

4月の開催日程 

令和3年3月1日現在（前月比） 
人口 

男 
女 

世帯数 

22,056 
10,656 
11,400 

9,143

人 
人 
人 
世帯 

（減 
（減 
（減 
（減 

19） 
10） 

9） 
11） 

明治安田生命保険相互会社 
岐阜支社（岐阜市） 
・地元の元気応援寄付として 

現金200,000円 
ぎふ農業協同組合（岐阜市） 
・社会福祉事業費として 

現金137,353円 
　町では、ご趣旨に沿うよう活
用させていただきます。 

匿名 
・絵本「災害救助犬じゃがいも」 8冊 
・書籍「災害救助犬じゃがいも 

　　　　　　　11回の挑戦」 1冊 

お　断　り 

　新型コロナウイルス感染拡
大防止のため、掲載内容に
変更が生じる可能性がありま
す。町ホームページなどで最
新の情報をご確認のうえ、お
出かけください。 

●家庭では 
「性別にこだわらないで子ど

もの個性を伸ばします」 

●職場では 
「雇用における男女平等を

進めます」 

　悩んでいること、心配ごとなど、

相談出来る窓口を開設してい

ます。秘密は固く守られますので、

お気軽に相談ください。詳しく

は21ページをご覧ください。 

男女共同参画のすすめ 

お　願　い 寄　　　附 

寄　　　贈 

まちの話題 皆さんの身近な話題や出来事を教えてください。 

広報担当者が取材に伺います！ 

c企画課　蕁388‐1113

町からのお知らせ 

一般廃棄物収集運搬業 
（笠松町許可） 

産業廃棄物収集運搬処理業 

岐阜市則松２丁目１５７番地 
TEL 058‐239‐9921
瑞穂市野田新田３９７７‐１ 
TEL 058‐327‐4030

住 ま い の パ イ オ ニ ア 住 ま い の パ イ オ ニ ア 
10年保証 

安藤建設株式会社 
蕁 
FAX  058-387-1515 

058-388-0077 

令和3年4月号 
第1127号 16 令和3年4月号 

第1127号 17
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c歴史未来館　蕁388‐0161

c環境経済課　蕁388‐1114

　歴史未来館では、1階
の展示室に大きな木製
の「大船」の模型を展示
しています。 
　笠松町は、江戸時代から木曽川の港町「笠
松湊」として栄えた地域です。昭和初期には
20軒余の船頭問屋があり、約60艘の大船が
伊勢湾岸の桑名や四日市、常滑などと物資
の運搬で行き交いました。 
　この「大船」の模型は、笠松湊では最後の
大船大工である後藤 勝さん（北及）が、後世
にその姿を残したいと息子二人と共に10年

越しで完成させ、町に寄贈していただいたも
のです。 
　忠実に再現された10分の1スケールの大
船模型は、かつての港町の賑わいを彷彿とさ
せます。 
 
　歴史未来館では、
4月3日（土）から5月
16日（日）まで企画展

「大空に翔る！ステン
レス飛行機」を開催しています。 
　昭和初期に活躍した戦闘機などを、後藤さ
んが30分の1スケールで再現したステンレス
模型飛行機を多数展示しています。 
　大船大工だった後藤さんが、大空を翔る戦
闘機の姿に憧れ、その技術と経験をいかして
制作した力作です。 
　ぜひ、ご来館ください。 

■紙製容器包装とは 
商品が入っていた紙箱・紙袋、商品を包ん
であった包装紙 

■出し方 
※排出場所や出し方は変更ありません。 

○紙袋に入れるか、ひもで十文字に縛って出
してください。 

○紙箱や紙袋についている布やビニール、
汚れが落ちないもの、ラップやトイレットペー
パーの芯などは、「家庭系燃えるごみ」で
出してください。 

○収集日に各町内会で決められた資源ごみ
集積所へ、午前7時から8時の間に出して
ください。 

○各町内会の収集日は「資源とごみのカレン
ダー」をご覧ください。 

混ぜればごみ、分ければ資源！一人ひとりの心がけによるごみの減量にご協力をお願いします。 

紙製容器包装の収集日が変わります！ 
【3月末まで】　「カン・ビン・ペットボトル」と同じ収集日 
　　　　　　　　　▼ 

【4月から】　「古紙類等」（新聞・雑誌・ダンボールなど）と同じ収集日 

▲リサイクルマーク 
が目印！ 

　岐阜市とその周辺市町（笠松町、山県市、
瑞穂市、本巣市、岐南町、北方町）が連携協
定を締結し、平成29年に形成された「岐阜連
携都市圏」。現在、さまざまな連携が進められ
ている圏域市町のイチオシ情報をご紹介します。 

■特別公開 5月1日（土）～3日（月・祝）　午前9時～午後4時 

富有柿の里古墳と柿の館（本巣市上保1‐1‐1） 

c富有柿の里古墳と柿の館　蕁323‐9333

　国史跡の船来山古墳群は、本巣市の中心部にある「船

来山」に造られた、約290基の墳丘墓および古墳からなる

東海地方最大級の古墳群です。 

　同古墳群からは、石室内部が赤色顔料で彩色された

赤彩古墳が見つかっています。その中でも、船来山272号

墳を復元した石室を特別に公開します。幻想的な赤の世

界をご堪能ください。 

　5月1日（土）は、午後1時30分からこども学芸員認定式を行った後、第1回目講座の清掃活動

の中で、たけのこ除伐体験も行う予定です。里山の自然をぜひ体感してください。 

そう 

NET119緊急通報システム 

インターネット上での119番通報 が可能になります！ 

　羽島郡広域連合消防本部では、会話が不自由な「聴覚、言語機能などに障がいがある方」がスマ

ートフォンなどからインターネットを利用して、消防署へ通報ができるシステム（NET119緊急通報シス

テム）の運用を、4月1日より開始します。なお、NET119緊急通報システムの利用には事前登録が必

要です。 

羽島郡内に在住・在勤・在学の方で、聴覚や言語機能の障がいなどにより音声によ

る119番通報が困難な方 

利用申請書を羽島郡広域連合西消防署へご提出ください 

利用申請書・リーフレットの配布場所 

　・羽島郡広域連合西消防署、東消防署 

　・笠松町役場福祉子ども課 

　・岐南町役場福祉課 

c羽島郡広域連合西消防署指令係 

　蕁388‐1195 / FAX387‐0870 

　mcom@hashimagun‐fd.jp 蜻制度詳細や利用申請書のダウンロードはこちら 

 
 
 
 
■利用対象者 
 
■申込方法 

見る！知る！学ぶ！ 

れきみ通信 
笠松川湊の栄華を伝える 
大船大工の職人技 

4月から「紙製容器包装」は 
「古紙類等」と同じ日に収集します 

ごみを 
減らしましょう 

岐阜連携都市圏を知ろう 
　No.5　－本巣市－ 

船来山古墳群赤彩古墳の館 
春の特別開館 

コラム コラム 

令和3年4月号 
第1127号 18 令和3年4月号 

第1127号 19
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町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

各種相談窓口 図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

■今月の「おはなしかい」はありません 

納税納付／納期限4月30日（金）※学校給食費の納期限は5月7日（金） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 
※水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円

以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

固定資産税 

保育料（0～2歳児） 

放課後児童クラブ利用料 

学校給食費 

1期分 

4月分 

4月分 

1期分 
（4月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

4月のカレンダー 
図書室サービスを順次再開しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

◎ご利用いただける主なサービス 

笠松中央公民館 
11日（日）・30日（金） 

松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内で
お願いします。混雑状況に応じて入室
制限する場合があります。最新の情報は、
町ホームページをご確認ください。 
　ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

7日（水） 
21日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
5日（月） 

19日（月） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、4月
8日（木）までにお電話でお申込み
ください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　（円城寺）　石原 明　（八幡町） 
千村 ゆかり（東陽町）　安藤 隆　（北　及） 
纐纈 英子　（田　代）　岩村 雅人（門　間） 
森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

9日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

健康相談 

6日（火） 
9日（金） 

20日（火） 
26日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

6日（火） 
9日（金） 

20日（火） 
26日（月） 

9：30～11：00 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

15日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 
9日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、4月8日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、前もって役場にご確認ください。 
※受診前に必ず医療機関に電話で相談してください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
日 医療機関 

4 

11 

18 

25 

29

伊藤内科 

渡辺小児科 

赤座医院上印食診療所 

安藤内科おなかクリニック 

吉田胃腸科 

所　在 

笠松町上本町 

岐南町八剣 

岐南町上印食 

岐南町上印食 

笠松町門前町 

電　話 

387‐2257 

246‐8882 

247‐2626 

245‐3300 

387‐2217

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

きたはら歯科クリニック 

森デンタルクリニック 

小島歯科医院 

うえむら歯科 

さくら歯科 

所　在 

岐南町野中 

笠松町田代 

岐南町平島 

笠松町長池 

笠松町門間 

電　話 

247‐8168 

387‐9981 

245‐2096 

388‐4118 

387‐9114

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（沐浴実演） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

21日（水） 

8日（木） 

22日（木） 

26日（月） 

16日（金） 

28日（水） 

6日（火） 
26日（月） 

6日（火） 

26日（月） 
15日（木） 

13：10～13：50 

13：00～13：50 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

1日（木） 

15日（木） 

6日（火） 
21日（水） 
27日（火） 

14日（水） 

28日（水） 

2日（金） 

16日（金） 

22日（木） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

コミュニティ 
消防センター 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

編集後記 

　まもなく年度末。原稿を作る担当課と締切りや紙

面の調整で毎月のように攻防戦を繰り広げ、取材予

定のイベントが雨で流れると頭をかかえ、校了したか

と思えば次号の編集が始まり…。これぞ「自転車操業」

で毎月発行してきた広報紙も、気づけば編集・発行

を担当するようになってもう丸3年！（驚） 

　役場はこれから忙しくなるシーズンですが、新年

度こそは時間の余裕ときれいなデスクをキープできる

1年にしたいと思います！ 

チャンネルCCN 

4月の番組案内 
地デジ 
11ch

B3リーグ参入3年目を迎えた岐阜県初の 
プロバスケットボールチーム「岐阜スゥープス」の 
4月のホーム戦を生放送します！ 

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。 

生中継　岐阜スゥープスホーム戦 
地元のプロバスケチームを応援しよう！ 

第14節　トライフープ岡山 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
4月10日（土）14：45～ 
4月11日（日）13：45～ 

第17節　vsベルテックス静岡 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
4月29日（木・祝）14：45～ 

4月30日（金）13：45～ 

令和3年4月号 
第1127号 20 令和3年4月号 

第1127号 21



町施設のご案内 

■役　　場 司町1番地 蕁388‐1111（代） 
■福祉会館 東陽町44番地の1 蕁387‐1121 
■こども館 田代290番地 蕁388‐0811 
■第一保育所 上新町172番地 蕁387‐2664 
■福祉健康センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■子育て世代包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7171 
■地域包括支援センター 長池408番地の1　蕁388‐7133 

■笠松中央公民館 常盤町6番地 蕁388‐3231 
■松枝公民館 松枝支所 長池292番地 蕁387‐0156 
■総合会館 下羽栗支所 中野229番地 蕁387‐8432 
■下羽栗会館 中野318番地 蕁総合会館へ 

各種相談窓口 図書室からのお知らせ 

■今月のお休み 

■今月の「おはなしかい」はありません 

納税納付／納期限4月30日（金）※学校給食費の納期限は5月7日（金） 

期限内納付にご協力ください。納付は便利な口座振替で。 

次の税金などは、コンビニやスマートフォン決済アプリ
「PayPay」「LINE Pay」「PayB」でも納付できます。 

町県民税 ／ 固定資産税 ／ 軽自動車税種別割 
国民健康保険税 ／ 水道料金・下水道使用料 
※期限内で、1回の納付額が30万円以下の場合のみ 
※水道料金・下水道使用料の「LINE Pay」での納付は49,999円

以下の場合のみ 

納付でお困りのときは、ご相談ください。 

固定資産税 

保育料（0～2歳児） 

放課後児童クラブ利用料 

学校給食費 

1期分 

4月分 

4月分 

1期分 
（4月分） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・ 

・・・・・・・ 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

4月のカレンダー 
図書室サービスを順次再開しています。 

◎書架（本棚のあるエリア）の利用 
◎本、雑誌（バックナンバー）の貸出 
◎新聞、雑誌（最新号）の閲覧 
◎閲覧席の利用（座席数を減らしています） 

◎ご利用いただける主なサービス 

笠松中央公民館 
11日（日）・30日（金） 

松枝公民館 総合会館 

　図書室の滞在時間は1時間以内で
お願いします。混雑状況に応じて入室
制限する場合があります。最新の情報は、
町ホームページをご確認ください。 
　ご不便をおかけしますが、新型コロナウイルス感染
拡大防止のため、ご理解・ご協力をお願いします。 

内　　容 日（曜日） 受付時間 場　所 

法律相談・ 
悩みごと相談 

7日（水） 
21日（水） 

13：00～15：00 
（20分/人） 福祉会館 

消費生活相談 
5日（月） 

19日（月） 
9：00～15：00 役場 

環境経済課 

※相談を希望される方は、事前に電話
でお申込みください。蕁388‐1111

行政相談員 
岩田 修（宮川町）　杉山 佐都美（二見町） 

※相談を希望される方は、事前に電話で
お申込みください。蕁388‐7133

※精神障がい者やそのご家族が対象
です。相談を希望される方は、4月
8日（木）までにお電話でお申込み
ください。蕁388‐7171

人権擁護委員 
杉山 詞一　（円城寺）　石原 明　（八幡町） 
千村 ゆかり（東陽町）　安藤 隆　（北　及） 
纐纈 英子　（田　代）　岩村 雅人（門　間） 
森 眞理子　（米　野） 

人権よろず相談 

9日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

妊娠・出産 
子育て総合相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

子育て世代 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

介護相談 

月曜日～金曜日 
（祝日は除く） 8：30～17：15

地域 
包括支援センター 

（福祉健康センター内） 

健康相談 

6日（火） 
9日（金） 

20日（火） 
26日（月） 

10：30～11：30 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
14：00～15：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

育児相談・ 
マタニティ相談 

6日（火） 
9日（金） 

20日（火） 
26日（月） 

9：30～11：00 
10：30～11：30 
13：30～14：30 
13：00～14：30

福祉健康センター 
福祉会館 
下羽栗会館 
福祉健康センター 

こころの巡回相談・ 
障がい者就労相談 

15日（木） 13：00～14：30 福祉健康センター 

知的障がい者 
相談 

在宅相談　知的障害者相談員 
樋口 一子 北及1578‐2 蕁388‐3705

身体障がい者 
相談 

在宅相談　身体障害者相談員 
岩田 賢一 田代950‐1 蕁388‐0068 
田島 佳代子 無動寺180 蕁388‐2235 
石黒 百合子 瓢町13‐1 蕁388‐0428

行政相談 
9日（金） 13：30～15：30 福祉会館 

心配ごと相談 在宅相談　担当地域民生委員 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

休日急病診療 

保健カレンダー 

〔内科系〕診療時間　午前9時～午後2時 

■上記以外の医療機関に関するお問合せ 
　c郡地域救急医療情報センター（郡広域連合消防本部内） 
　　蕁388‐3799

※グループワークは、こころの悩みをお持ちの方、精神障がいの方で精神科医療機関に通院している方が対象です。 
　参加を希望される場合は、4月8日（木）までに福祉健康センター（蕁388-7171）へお申込みください。 

c役場　蕁388‐1111
※当番医は都合により変更となる場合がありますので、前もって役場にご確認ください。 
※受診前に必ず医療機関に電話で相談してください。 

〔歯科系〕診療時間　午前9時～午後1時 
日 医療機関 

4 

11 

18 

25 

29

伊藤内科 

渡辺小児科 

赤座医院上印食診療所 

安藤内科おなかクリニック 

吉田胃腸科 

所　在 

笠松町上本町 

岐南町八剣 

岐南町上印食 

岐南町上印食 

笠松町門前町 

電　話 

387‐2257 

246‐8882 

247‐2626 

245‐3300 

387‐2217

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

医療機関 

きたはら歯科クリニック 

森デンタルクリニック 

小島歯科医院 

うえむら歯科 

さくら歯科 

所　在 

岐南町野中 

笠松町田代 

岐南町平島 

笠松町長池 

笠松町門間 

電　話 

247‐8168 

387‐9981 

245‐2096 

388‐4118 

387‐9114

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

蕁 

日ごろからかかりつけ医・かかり
つけ歯科医を持ちましょう！ 

乳児（3～4か月児） 
健康診査 

1歳6か月児 
健康診査 

3歳児健康診査 

お誕生 
（10～11か月）教室 

にこにこ（2歳児）教室 

離乳食教室 

歯みがき教室 

プレパマクラブ・ミニ 
（沐浴実演） 

プレパマクラブ 
グループワーク 

21日（水） 

8日（木） 

22日（木） 

26日（月） 

16日（金） 

28日（水） 

6日（火） 
26日（月） 

6日（火） 

26日（月） 
15日（木） 

13：10～13：50 

13：00～13：50 

9：20～9：40 

9：20～9：30 

9：50～10：00 

9：30～11：00 
13：00～14：30 

10：00 

13：30 
10：00～11：30

福祉健康
センター 

内　容 日（曜日） 受付時間 場所 

貯筋（ちょきん） 
くらぶ 

※事前登録が必要です 

ふれあいひろば 
※事前登録が必要です 

7日（水） 

21日（水） 

14日（水） 

28日（水） 

1日（木） 

15日（木） 

6日（火） 
21日（水） 
27日（火） 

14日（水） 

28日（水） 

2日（金） 

16日（金） 

22日（木） 

9：30 

10：00 

13：30 

14：00 

14：00 

13：30 

10：00

福祉健康 
センター 

福祉会館 

総合会館 

松枝 
公民館 

コミュニティ 
消防センター 

福祉健康 
センター 

福祉会館 

編集後記 

　まもなく年度末。原稿を作る担当課と締切りや紙

面の調整で毎月のように攻防戦を繰り広げ、取材予

定のイベントが雨で流れると頭をかかえ、校了したか

と思えば次号の編集が始まり…。これぞ「自転車操業」

で毎月発行してきた広報紙も、気づけば編集・発行

を担当するようになってもう丸3年！（驚） 

　役場はこれから忙しくなるシーズンですが、新年

度こそは時間の余裕ときれいなデスクをキープできる

1年にしたいと思います！ 

チャンネルCCN 

4月の番組案内 
地デジ 
11ch

B3リーグ参入3年目を迎えた岐阜県初の 
プロバスケットボールチーム「岐阜スゥープス」の 
4月のホーム戦を生放送します！ 

※なお、掲載したスケジュールは予告なく変更される場合があります。 

生中継　岐阜スゥープスホーム戦 
地元のプロバスケチームを応援しよう！ 

第14節　トライフープ岡山 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
4月10日（土）14：45～ 
4月11日（日）13：45～ 

第17節　vsベルテックス静岡 
（OKBぎふ清流アリーナ） 
4月29日（木・祝）14：45～ 

4月30日（金）13：45～ 

令和3年4月号 
第1127号 20 令和3年4月号 

第1127号 21



国民年金 4月から国民年金保険料の額が変わります 

読書のすすめ 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　読書をしない児童生徒が増加していると
いう話題を聞くことがあります。「読む時間
がない」、「読みたい本がない」、「何を読ん
だらよいか分からない」、「分厚い、文字ば
かりで面白くない」など様々な理由があるこ
とでしょう。 
　読書には次のような「よさ」があります。 
・言葉の意味を考えながら文章を読むことで、

語彙が豊かになったり、文章の理解力・
表現力が高まったりします。 

・自分の知らない人や出来事、昔や未来、
国や地域など、様々な考え方や文化、暮
らしに触れ、知識が増えたり、想像力が高
まったりします。 

・自ら学ぶ楽しさや知る喜びを味わったり、「も
っと知りたい」といった探求心が高まった
りします。 

・物語や小説を読めば、登場人物の言動
や気持ちを通して、楽しさ、嬉しさ、悲しさ、
優しさなど様々な人々の思いに触れ、人
の感情が分かる心豊かな人に育ちます。 

・落ち着いて読書をする習慣は集中力を
高めます。 

　学校では、新型コロナウイルス感染症へ
の感染防止のため、3密とならないように本
の貸し出しをするなど工夫して、コロナ禍に
あっても、児童生徒の読書活動が止まない
よう図書館の活用を推進しています。朝読
書など全校一斉読書の時間の確保、委員
会や先生からの「おすすめの本」の紹介、
自分の読書の足跡を残すファイル作り、授
業での調べ学習、国語の教科書で読んだ
同じ作者や同じ分野の本を読む学習活動、
親子読書の取り組みなど、各校において、様々
な読書活動を行っています。 
　コロナ禍にあってご家庭で過ごされる時
間も多いことと思います。ご家族で、親子で、
一緒に読書をしてみてはいかがでしょうか。
ご家庭での会話が増えるだけでなく、お子さ
んが新しい世界の扉を開け、自分の世界を
広げたり、新しい自分を発見したりすること
になるでしょう。 

　令和3年度の国民年金保険料（以下「保険料」）は月額16,610円（令和2年度は16,540円）
です。保険料の納付方法は、納付書による現金納付だけでなく、口座振替・クレジットカード納付・
電子納付（ペイジー）などがあります。また、1年度分、6か月分などまとめて納付（前納）すると、
割引されます。ご自身に合った納付方法で納付期限までに納めましょう。 

c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161　／　住民課　蕁388‐1115

対象者 送付時期 

現金で納付している 

保険料の全額免除または納付猶
予の承認を受けている 

年度途中で60歳になる 

保険料の一部が免除されている 

20歳になった 

退職した 

令和3年4月 

令和3年7月 

令和3年4月 

令和3年4月 

20歳になった後、
約2週間程度 

国民年金届出の処
理後、約2週間程度 

令和3年4月分～令和4年3月分 

令和3年7月分～令和4年3月分 

令和3年4月分～60歳の誕生日の前日が属する月の
前月分 

令和3年4月分～令和3年6月分 

20歳の誕生日の前日が属する月分～令和4年3月分 

国民年金第1号資格取得日（退職日の翌日）が属す
る月分～令和4年3月分 

送付される納付書 

国民年金第1号被保険者の方は日本年金機構から納付書が送付されます 

令和3年4月号 
第1127号 22 令和3年4月号 

第1127号 23



国民年金 4月から国民年金保険料の額が変わります 

読書のすすめ 
郡二町教育委員会　蕁245‐1133教育委員会だより 

　読書をしない児童生徒が増加していると
いう話題を聞くことがあります。「読む時間
がない」、「読みたい本がない」、「何を読ん
だらよいか分からない」、「分厚い、文字ば
かりで面白くない」など様々な理由があるこ
とでしょう。 
　読書には次のような「よさ」があります。 
・言葉の意味を考えながら文章を読むことで、

語彙が豊かになったり、文章の理解力・
表現力が高まったりします。 

・自分の知らない人や出来事、昔や未来、
国や地域など、様々な考え方や文化、暮
らしに触れ、知識が増えたり、想像力が高
まったりします。 

・自ら学ぶ楽しさや知る喜びを味わったり、「も
っと知りたい」といった探求心が高まった
りします。 

・物語や小説を読めば、登場人物の言動
や気持ちを通して、楽しさ、嬉しさ、悲しさ、
優しさなど様々な人々の思いに触れ、人
の感情が分かる心豊かな人に育ちます。 

・落ち着いて読書をする習慣は集中力を
高めます。 

　学校では、新型コロナウイルス感染症へ
の感染防止のため、3密とならないように本
の貸し出しをするなど工夫して、コロナ禍に
あっても、児童生徒の読書活動が止まない
よう図書館の活用を推進しています。朝読
書など全校一斉読書の時間の確保、委員
会や先生からの「おすすめの本」の紹介、
自分の読書の足跡を残すファイル作り、授
業での調べ学習、国語の教科書で読んだ
同じ作者や同じ分野の本を読む学習活動、
親子読書の取り組みなど、各校において、様々
な読書活動を行っています。 
　コロナ禍にあってご家庭で過ごされる時
間も多いことと思います。ご家族で、親子で、
一緒に読書をしてみてはいかがでしょうか。
ご家庭での会話が増えるだけでなく、お子さ
んが新しい世界の扉を開け、自分の世界を
広げたり、新しい自分を発見したりすること
になるでしょう。 

　令和3年度の国民年金保険料（以下「保険料」）は月額16,610円（令和2年度は16,540円）
です。保険料の納付方法は、納付書による現金納付だけでなく、口座振替・クレジットカード納付・
電子納付（ペイジー）などがあります。また、1年度分、6か月分などまとめて納付（前納）すると、
割引されます。ご自身に合った納付方法で納付期限までに納めましょう。 

c岐阜南年金事務所　蕁273‐6161　／　住民課　蕁388‐1115

対象者 送付時期 

現金で納付している 

保険料の全額免除または納付猶
予の承認を受けている 

年度途中で60歳になる 

保険料の一部が免除されている 

20歳になった 

退職した 

令和3年4月 

令和3年7月 

令和3年4月 

令和3年4月 

20歳になった後、
約2週間程度 

国民年金届出の処
理後、約2週間程度 

令和3年4月分～令和4年3月分 

令和3年7月分～令和4年3月分 

令和3年4月分～60歳の誕生日の前日が属する月の
前月分 

令和3年4月分～令和3年6月分 

20歳の誕生日の前日が属する月分～令和4年3月分 

国民年金第1号資格取得日（退職日の翌日）が属す
る月分～令和4年3月分 

送付される納付書 

国民年金第1号被保険者の方は日本年金機構から納付書が送付されます 

令和3年4月号 
第1127号 22 令和3年4月号 

第1127号 23
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新型コロナウイルスワクチン接種 
笠松町第6次総合計画策定 
令和3年度予算のあらまし 
令和4年1月から 
施設の使用時間や使用料が変わります 
Information Box 町からのお知らせ 

　2月24日、新型コロナワクチンの集団接種の会場運

営訓練を実施しました。職員のほか、医師や薬剤師、

いきいきクラブ連合会の皆さんにもご参加いただき、そ

れぞれの立場から本番に向けた改善点などを洗い

出し、意見交換を行いました。（関連記事2～3ページ） 

表紙　COVER STORY目次　CONTENTS

新型コロナワクチン集団接種会場運営訓練 

「こんにちは」コーナーの 
赤ちゃんを募集します 

応募対象　令和2年6月生まれの赤ちゃん　　応募期限　4月30日（金） 
応募方法 企画課窓口 写真とコメント（40字程度）をご持参ください 

E メ ー ル  氏名（お子さんと保護者の方）・生年月日・住所・コメント（40字程度）・電話番号を記
載し、写真を添付したメールをkikaku@town.kasamatsu.lg.jpへお送りください □問 企画課　蕁388‐1113

Hello! 今月の笠松っ子です。 
すくすく大きくな～れ！ ん ち こ に は 

令和2年4月2日生 
福田逸併・久美子さんの子 

福田 陽 
ふく た ひなた 

（無動寺） 
ちゃん 

毎日たくさんの幸せをありがとう。
優しく温かな人に育ってね。 

令和2年4月3日生 
闊瀬正道・宏江さんの子 

闊瀬 正貢 
ひろ せ まさ つぐ 

（長池） 
くん 

生まれてきてくれてありがとう。 
沢山食べて大きくなってね。 

令和2年4月4日生 
林一也・紘美さんの子 

林 明広 
はやし あき ひろ 

（門間） 
くん 

笑顔が素敵なあきくん！ 
お兄ちゃんと仲良く、元気いっぱ
いで明るい男の子に育ってね。 

令和2年4月10日生 
須藤芳大・真奈美さんの子 

須藤 萌 々 花 
す どう も も か 

（北及） 
ちゃん 

大好きな苺を食べてる時の幸せ
そうな顔を見てると嬉しくなり
ます螢これからも沢山遊んで、
沢山食べて大っきくなろうね!

令和2年4月11日生 
石原凌也・朋美さんの子 

石原 聡馬 
いし はら そう ま 

（八幡町） 
くん 

甘えん坊で泣き虫なそうちゃん
が大好きだよ。 
これからも元気にすくすく育っ
てね。 

令和2年4月15日生 
岩田和也・花織さんの子 

岩田 惟杜 
いわ た ゆい と 

（長池） 
くん 

ゆいくんの笑顔は我が家の癒し
螢 
にこにこ笑顔を大切に、元気い
っぱい大きくなってね螢 

令和2年4月25日生 
中津好裕・記佳さんの子 

中津 百 々 香 
なか つ も も か 

（円城寺） 
ちゃん 

笑顔が素敵なももちゃん螢 
これからも、お姉ちゃんと仲良く 
元気に育ってね♪ 

令和2年4月27日生 
安宮和良・絵美さんの子 

安宮 昊志 
やす みや こう じ 

（田代） 
くん 

幸せをありがとう！ 
大好きなお姉ちゃん・お兄ちゃん
と一緒に元気に育ってね！ 

AI総合案内サービスが始まります 
　4月から、町ホームページにてAI総合案内サービスが始まり

ます。行政手続きなどの質問に対して、AIロボットが24時間自

動でお答えします。町ホームページ上のキャラクターをクリックし

て質問してみてください。 

c企画課　蕁388-1113

令和3年4月号 
第1127号 24


